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芦屋市条例第  号 

 

 

芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例  

 

 （芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年芦屋市条例第２５号）

の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

（職員）  

第２１条の２ 特定教育・保育施設（認定こども園及び保育所に

限る。）に置くべき保育士（兵庫県が児童福祉法第１８条の２７

第１項に規定する認定地方公共団体である場合には、保育士又

は兵庫県の区域に係る同法第１８条の２９に規定する地域限定

保育士）及び保育教諭（認定こども園に限る。）の数は、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数以上とする。 

 

(1) 乳児 おおむね３人につき１人  

(2) 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね５人につき１  
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改正後 改正前 

人 

(3) 満３歳以上満４歳に満たない幼児 おおむね１５人につき

１人 

 

(4) 満４歳以上の幼児 おおむね２０人につき１人  

（定員の遵守） （定員の遵守） 

第２２条 （略） 第２２条 （略） 

（特別利用保育の基準） （特別利用保育の基準） 

第３５条 （略） 第３５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を

提供する場合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設

型給付費には特例施設型給付費（法第２８条第１項の特例施設

型給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含む

ものとして前節（第６条第３項及び第７条第２項を除く。）の規

定を適用する。この場合において、第６条第２項中「特定教

育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項に

おいて同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用保

育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。）」

と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども」とあるのは「同号又は同条第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、第

１３条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とある

のは「法第２８条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）中「教

育・保育給付認定子ども」とあるのは、「教育・保育給付認定子

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を

提供する場合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設

型給付費には特例施設型給付費（法第２８条第１項の特例施設

型給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含む

ものとして前節（第６条第３項及び第７条第２項を除く。）の規

定を適用する。この場合において、第６条第２項中「特定教

育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項に

おいて同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用保

育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。）」

と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども」とあるのは「同号又は同条第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、第

１３条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とある

のは「法第２８条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）中「教

育・保育給付認定子ども」とあるのは、「教育・保育給付認定子
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改正後 改正前 

ども（特別利用保育を受ける者を除く。）」と、同号イ（イ）中

「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認

定子ども（特別利用保育を受ける者を含む。）」と、第２１条の

２中「特定教育・保育施設（認定こども園及び保育所に限

る。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用保育を提供

している施設に限る。）」とする。 

ども（特別利用保育を受ける者を除く。）」と、同号イ（イ）中

「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認

定子ども（特別利用保育を受ける者を含む。）」とする。 

（特別利用教育の基準） （特別利用教育の基準） 

第３６条 （略） 第３６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を

提供する場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設

型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、

前節（第６条第３項、第７条第２項及び第２１条の２を除く。）

の規定を適用する。この場合において、第６条第２項中「特定

教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項

において同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用

教育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。）」

と、「利用の申込みに係る法第１９条第１号に掲げる小学校就学

前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条第

２号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「同号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」

とあるのは「同条第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」と、「同号に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とある

のは「同条第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利

用定員の総数」と、第１３条第２項中「法第２７条第３項第１

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を

提供する場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設

型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、

前節（第６条第３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用す

る。この場合において、第６条第２項中「特定教育・保育施設

（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同

じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用教育を提供

している施設に限る。以下この項において同じ。）」と、「利用の

申込みに係る法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもの

数」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条第２号に掲げ

る小学校就学前子どもの数」と、「同号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」とあるのは

「同条第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもの総数」と、「同号に掲げる小学校

就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「同条

第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総

数」と、第１３条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる
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改正後 改正前 

号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第３号の内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項

第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を含

む。）」と、同号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ども」とあ

るのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者

を除く。）」とする。 

額」とあるのは「法第２８条第２項第３号の内閣総理大臣が定

める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ

（ア）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保

育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、同

号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を除く。）」

とする。 

 

 （芦屋市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 芦屋市立保育所の設置及び管理に関する条例（昭和３９年芦屋市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（保育の実施） （保育の実施） 

第４条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが子ども・子育

て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号。以下「施行

規則」という。）第１条の５各号に掲げる事由により保育を必要

とする場合、児童が法第２４条第５項若しくは第６項の規定に

より保育所への入所の措置を受けた場合又は児童の保護者が子

ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条の１

５第１項の認定を受けた場合に行うものとする。 

第４条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが子ども・子育

て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号。以下「施行

規則」という。）第１条の５各号に掲げる事由により保育を必要

とする場合又は児童が法第２４条第５項若しくは第６項の規定

により保育所への入所の措置を受けた場合に行うものとする。 
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改正後 改正前 

 （保育料及び延長保育料の納付）  （保育料及び延長保育料の納付） 

第６条 子ども・子育て支援法第２０条第４項に規定する教育・

保育給付認定保護者は、保育所の利用に関し芦屋市特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例（平

成２７年芦屋市条例第１２号）第２条第１項第１号に規定する

保育料及び同項第３号に規定する延長保育料を納付しなければ

ならない。 

第６条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２

０条第４項に規定する教育・保育給付認定保護者は、保育所の

利用に関し芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の保育料等に関する条例（平成２７年芦屋市条例第１２号）第

２条第１項第１号に規定する保育料及び同項第３号に規定する

延長保育料を納付しなければならない。 

 

 （芦屋市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３条 芦屋市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例（平成３０年芦屋市条例第３３号）の一部を次のように改

正する。 

 

次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1)  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2)  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

(3)  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（事業） （事業） 

第３条 認定こども園は、前条の目的を達成するために次の事業を

行う。 

第３条 認定こども園は、前条の目的を達成するために次の事業を

行う。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２３

項に規定する乳児等通園支援事業 

 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 
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附 則                           

 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１条の改正規定は、公布の日から施行する。 
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 参 照 １ 

 

 

芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例等の一部改正要綱 

 

１ 改正の趣旨 

保育所及び認定こども園において乳児等通園支援事業を実施するため、この条例

を制定しようとするもの。 

 

２ 改正の内容 

（1） 芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正（第１条関係） 

ア 認定こども園及び保育所に置くべき保育士（認定こども園の場合は保育教諭

を含む。）の配置基準の規定の明確化（第２１条の２） 

(ｱ) 乳児 おおむね３人につき１人 

(ｲ) 満１歳以上満３歳未満の幼児 おおむね５人につき１人 

(ｳ) 満３歳以上満４歳未満の幼児 おおむね１５人につき１人 

(ｴ) 満４歳以上の幼児 おおむね２０人につき１人 

条例で定める内容は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に係る省

令の基準」及び「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営

に関する基準に係る省令の基準」の従う基準を上回る内容で定めることとする。 

施 設 省 令 条 例 内 容 基準の類型 

保育所 第３３条 第２１条の２ 職員 従う 

認定こども園 第５条 第２１条の２ 職員 従う 

 

イ アに伴う規定の整理（第３５条及び第３６条） 

 

(2)  芦屋市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正（第２条関係） 

市は、乳児等支援給付認定を行った場合は、保育を実施する。（第４条） 
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(3) 芦屋市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部改正 

（第３条関係） 

  認定こども園の行う事業に乳児等通園支援事業を追加する。（第３条） 

 

(4) その他規定の整理 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日。ただし、２(1)の規定は公布の日 
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参 照 ２ 

 

 

   児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 

 

 

 （職員） 

第３３条 （第１項省略） 

２ 保育士の数は、乳児おおむね３人につき１人以上、満１歳以上満３歳に満たない

幼児おおむね６人につき１人以上、満３歳以上満４歳に満たない幼児おおむね１５

人につき１人以上、満４歳以上の幼児おおむね２５人につき１人以上とする。ただ

し、保育所一につき２人を下ることはできない。 

 

 

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 

 

 

（職員の数等） 

第５条 （第１項省略） 

（第２項省略） 

３ 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育（満３歳未満の園児について

は、その保育。以下同じ。）に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園

児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上とする。ただし、当該職員

の数は、常時２人を下ってはならない。 

園児の区分 員数 

(1) 満４歳以上の園児 おおむね２５人につき１人 

(2) 満３歳以上満４歳未満の園児 おおむね１５人につき１人 

(3) 満１歳以上満３歳未満の園児 おおむね６人につき１人 

(4) 満１歳未満の園児 おおむね３人につき１人 

備考 （略） 

（第４項及び第５項省略） 
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第７４号議案説明資料 

 

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）概要 

 

 

〇背景 

 ０歳から２歳児の未就園児が約６割を占める中、保護者の中には「孤立した育児」に対

する不安や悩みを抱える方が多数存在し、保護者支援の強化が求められています。そこで、

全ての子どもの成長を応援し、良質な育成環境を整えるために、「こども誰でも通園制度」

が創設されました。この制度は、多様な働き方やライフスタイルを持つすべての子育て家

庭に対する支援を強化する子育て支援事業です。 

 

〇目的 

保育士を通じて、子どもの育ちの支援とともに保護者の養育力を向上させ、家庭での子

育てを充実させることに繋げることを目的とされている。 

 

〇対象者 

 保育所、認定こども園等に通っていない０歳６か月から満３歳未満の乳幼児とする。認

可外保育施設に通っている乳幼児は対象とするが、企業主導型保育施設に通っている乳幼

児は対象外とする。 

 

〇開所日数・保育時間 

 開所日数や保育時間はニーズや受入れ体制を考慮の上、適切に設定する。 

 

〇導入の経過 

 令和６年度・・・試行的事業を実施 697 か所（118 自治体） 

（兵庫県下：神戸市、姫路市、加西市、養父市、南あわじ市） 

補助単価は一律 850 円/H、保護者負担は 300 円/H を標準 

保育時間は児童一人当たり月 10 時間が基本 

 令和７年度・・・制度化 

         地域子ども子育て支援事業として地方の受け入れ態勢や人員配置の実

情に応じて自治体の裁量で実施するため補助金制度となる。 

         補助単価は０歳 1300 円/H、１歳 1100 円/H、２歳 900 円/H に変更 

保護者負担は 300 円/H を標準 

保育時間は児童１人当たり月 10 時間が基本 

 令和８年度・・・本格実施 

         全国の自治体で実施 

         新たに乳児等の為の給付制度（公定価格）となる予定 

保護者負担は 300 円/H（予定）を標準 

保育時間は児童１人当たり月 10 時間が基本 
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〇令和６年度試行後の検証 

 （保護者から） 

「子供の言葉が増えた」、「保育施設で覚えた遊びをするようになった」、「新たに取り組

む機会が増えた」、「友達との関わり方を学んだ」、「子育てを楽しいと感じられるように

なった」、「子育て中の孤独感や不安感が減った」、「予約がいっぱいで預けられない時が

あった」など 

（施設側から） 

  「当初は担当保育士も戸惑いや負担感があったが、経験を積むことで、徐々に負担感

は和らぎ、前向きに捉えるようになった」、「泣いてばかりの子も利用するにつれて、

泣かなくなり、在園児と触れ合うなど、成長がみられた」など 

 

〇一時預かり事業との違い 

 一時預かり事業は保護者の就労が週２～３日程度の方や保護者の急な入院などにより、

家庭での養育が一時的に困難になった場合に、就学前の幼児を保育所等で預かる事業に対

して、こども誰でも通園制度は保護者の就労条件を問わず、保育所等に通っていない乳幼

児を保育所等に一定の時間預けられる制度 

  一時預かり事業 こども誰でも通園制度 

目的 

急病などで家庭保育が困難になっ

た幼児を保育施設で預かる事業 

① 非定型保育(主に就労等) 

② 緊急保育、私的利用 

保護者の就労の有無や家庭の事情に

関わりなく、子どもの成長を応援

し、良質な育成環境を整えるため

に、すべての子育て家庭に対する支

援を強化する制度 

対象年齢 1 歳児～就学する前まで 0 歳 6 か月～満 3歳まで 

預かり時間 
9:00 から 17:00 のうち家庭での養

育が困難な時間 

施設の判断により受け入れ可能時間

内で希望する時間 

利用回数/月 12 回など 一人、10時間/月 

利用料 2,000 円/回 300 円/時間（予定） 

飲食物費 500 円/回、状況により弁当持参 給食の有無も含め施設の判断による 

申込み方法 

① 非定形型：就労証明、幼児の健

康診断などほいく課に提出 

② 緊急保育、私的利用：各園に申

込み 

事前に総合支援システムに登録の

上、保育施設と面談後に保育施設に

予約をする 

実施園 

・西蔵こども園 

・茶屋保育園 

・浜風あすのこども園 

・認定こども園 はなえみ保育園 

・認定こども園 山手夢 

・認定こども園 夢咲 

 

 

  未定 
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乳児等通園支援事業について（概要） 

 

令和８年４月より、乳児等通園支援事業を市立精道こども園、市立緑保育所において

実施する。 

 

実施場所 市立精道こども園、市立緑保育所 

実施区分 余裕活用型乳児等通園支援事業 

定員 
０歳児：３人、１歳児：１人、２歳児：１人 

※１回当たり３人まで 

運営日・時間 月曜日～金曜日 ９：００～１１：００、１４：３０～１６：３０ 

実施しない日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始、行事日等 

対象者 

保育所、認定こども園等に通っていない０歳６か月から満３歳未

満の乳幼児とする。認可外保育施設に通っている乳幼児は対象と

するが、企業主導型保育施設に通っている乳幼児は対象外 

利用可能時間数 １月当たり１０時間まで 

費用 利用料…１人１時間３００円の予定 

食事の提供 なし 

その他 定員については、入所調整により、１年を通して実施枠を確保する。 
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